令和７・８・９年度
 市内工事競争入札参加資格審査申請書提出要領
【年 度 更 新 手 続 き】
令和７年度に受付手続きを終了し、行橋市建設工事等の競争入札参加資格有資格者名簿に登載され、令和８年度以降も継続して行橋市発注工事への入札参加を希望される方は手続きが必要となります。
なお、更新手続きがなされず、有効な経営事項審査が確認できない場合は、行橋市発注工事への入札参加ができない可能性がありますので、下記のとおり申請書の提出を行ってください。
記
A　申請要領　
１ 申請対象者

　　現在、下記に該当し行橋市建設工事等の競争入札参加資格有資格者名簿に登載されている方で、令和８年度以降も継続して行橋市発注工事の入札に参加を希望される者は本手続きが必要です。
（1） 令和７年４月の定時受付をされた方
（2） 令和７年９月の追加受付をされた方。

２　更新手続きの内容
（1） 入札参加希望工種及び希望順位の変更
（２） 申請日現在に有効な「経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書」による令和８年度の希望工種のランクの見直し
３　申請期間

令和８年４月１日（水）から４月３０日（木）まで

　　　 ※郵送の場合は、４月３０日（木）　必着のこと
４　申請方法
       郵送又は持参
１） 郵送の場合
※ 送 付 先
　　　　 〒８２４－８６０１
行橋市中央一丁目１番１号

行橋市役所　　契約検査課　　契約係
※ 封筒には【令和７・８・９年度 競争入札参加資格審査申請書（市内工事・年度更新）在中】と朱書きして、必ず特定記録郵便又は簡易書留、レターパック等（追跡ができるもの）で送ってください。
２） 持参の場合
　　　 ※ 申 請 時 間
午前の部　　　午前９時００分 ～ 午前１１時３０分
午後の部　　　午後１時００分 ～ 午後　４時３０分
　　　　　　　　　　（土曜日、日曜日、祝日の受付はいたしません。）
　　　 ※ 申 請 場 所
          行橋市役所　(西棟　３階)　　契約検査課
　　　 ※ その場での書類確認は行いませんのでご了承ください。
　　　 ※ 受付票（申請書様式内）をお持ちください。
５　更新後の有効期間
　　　　令和８年８月１日から令和１０年７月３１日まで（２年間）
　　　　※令和９年４月に年度更新の申請が必要となります。
６　審査結果
　　　 入札参加資格を有すると認定された方については、「行橋市建設工事等有資格者名簿」に登載し、市ホームページ・情報コーナー等で公開しますので、ご了承願います。
　　　 ※ 郵送、電話連絡による認定の通知は行いません。
７　注意事項
○ 日付はすべて提出日の日付を記入してください。
○ 書類はクリアファイルに入れて申請をお願いします。（穴あけ・綴じ込み不要）
○ 本店との重複登録（本店と営業所等の両方で登録）はできません。
○ 建設工事と測量、設計等との重複登録もできません。

○ 郵送申請の場合は、電話での到着確認等に応じません。また、申請終了日の必着となります。  
　　 ○ 申請期間終了後は受付けしませんので、期日に余裕をもってご提出お願いします。
○ 入札参加資格を認められても、必ずしも指名があるとは限りません。
○ 申請内容等で虚偽の記載、又は不正な手段により資格を得たと認められた場合は入札参加資格を取り消すことがあります。
○ 申請書提出後、 市税の滞納が明らかになった場合は入札参加資格を取り消すことがあります。
○ 暴力団排除条例の施行に基づき、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるため、代表者及び受任者について福岡県警に照会します。
※　次回の継続申請受付は令和９年４月の予定です

Ｂ　提出書類・・・　「市内工事競争入札参加資格審査申請書提出チェック表」と照合のこと。
※　希望工種の変更の有無により提出書類が異なりますので、ご注意ください。
	１
	市内工事競争入札
参加資格審査申請書　
	希望工種について（様式１号）
・希望工種等に変更がない場合⇒「1.更新(変更なし)に丸印

・希望順位に変更がある場合⇒「2.希望順位の変更」に丸印
・希望工種に変更・追加がある場合⇒「3.希望工種の変更・追加」に丸印
所在地・商号又は名称・代表者役職名氏名については、自社で用いる見積書・請求書の
記載どおりに記入してください。
※　使用印鑑届欄について　（実印以外でも可）　
・（法人）法人名と役職名（代表取締役、支店長など）両方の表示のある丸印
・（個人）代表者の姓名（姓のみ）でも可
※１会社印（社名のみの角印）単独使用は不可
※２丸印内に委任先の名称がないものは不可

但し、※１、※２については代表者（支店長など）の個人印を合わせて押印したものは可

	２
	建設業許可証明書又は建設業許可通知書
    (写し)
	【希望工種を変更・追加される方のみ】
令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの間に建設業法（昭和２４年法律
第１００号）に規定する許可を取得し、建設業を営んでいる者。

許可証明書の場合は令和８年１月１日以降発行のもの。
（許可通知書においてはその限りでない。）

	３
	経営規模等評価結果通知書  総合評定値通知書 （写し）
	国または県から通知のあった「 経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 」
（令和６年１０月１日以降直近のもの）の写を提出してください。

	4
	工 事 経 歴 書
	【希望工種を変更・追加される方のみ】（様式２号）
経営事項審査に対応し、変更・追加希望の工種のみ (直近決算２か年分)　 
※経営事項審査申請書 （様式第二号）の 写可

	５
	納 税 証 明 書

【国  税】

（写可）
	所轄税務署発行の納税証明書を提出してください。

（法人）納税証明書（法人税及び消費税）「その３の３」

（個人）納税証明書（所得税及び消費税）「その３の２」

令和８年１月１日以降発行のもの。
※ｅ－Ｔａｘを使用したオンライン請求も可能です。
詳細はｅ－Ｔａｘホームページを参照してください。（http://www.e-tax.nta.go.jp/）

	６
	納 税 証 明 書

【県  税】

（写可）
	所轄都道府県税事務所発行の納税証明書を提出してください。

（法人）納税証明書（法人県民税及び法人事業税）

（個人）納税証明書（事業税）

※法人・個人ともに「県税に未納のない証明」可。

※本店と委任先の都道府県が異なる場合は、それぞれの都道府県について必要。
令和８年１月１日以降発行のもの。

	７
	滞納のない証明書

【行橋市税】

（写可）
	行橋市役所総合窓口課発行の「滞納のない証明書」を提出してください。
（納税証明は不可）　※法人の方においては、本社名義のものを提出してください。
（法人）滞納のない証明書（法人と法人代表者 及び 委任先代表者）

（個人）滞納のない証明書　　　　　　↳ 【 行橋市に課税のある方のみ 】
令和８年１月１日以降発行のもの。

	８
	技術者経歴書
	【希望工種を変更・追加される方のみ】
提出時現在において、登録される本店又は支店に在籍の方のみ
希望工種ごとに 『 直接的かつ恒常的な雇用関係がある常勤の技術者 』全員を記入し
てください。

営業所ごとに配置している専任技術者には、「専任技術者の業種」の欄にその業種を
記入し、監理技術者の欄には〇を記入してください。
実務経験の欄は必ず記入してください。     　（様式３号）
※なお、資格のないものについては、実務経歴書を添付してください。（様式４号）　
　任意様式可

	９
	監理技術者資格証
及び 講習修了証
（写し）
	【希望工種を変更・追加される方のみ】
当該資格証及び講習修了証の写を提出してください。

	10
	技術検定合格書
（写し）
	【希望工種を変更・追加される方のみ】
法令による資格・免許取得技術者について、当該免許証の写を提出してください。

（技術者経歴書記入の技術者のもの）

	11
	専任技術者証明書　   （写し）
	【希望工種を変更・追加される方のみ】
建設業許可申請書の【様式第八号】を提出してください。
※５年以内かつ最新のもの

	12
	自動車検査証

（次世代自動車）

（写可）
	建設工事事業者（ 法人もしくはその代表者（個人事業者も含む））名義で、 

次世代自動車（（電気自動車（EV）またはプラグインハイブリッド自動車（PHV）、
及び燃料電池自動車（FCV）のみ））を所有している場合、自動車検査証の写を提出
してください。　　※ガソリンのみでのハイブリット車は該当しません
※使用の本拠の位置（自動車検査証）が行橋市内であること。

	13
	審　査　票
	太枠内の記載事項をすべて記入してください。（様式５号）

	14
	受　付　票
	【持参の方のみ】
太枠内の記載事項をすべて記入してください。（様式６号）

	15
	返信用封筒
	【持参の方も、郵送の方いずれの方も】
長３サイズ・約１２ｃｍ×２３ｃｍ　

返送先宛名を記入し、１１０円切手を貼付してください。


※　証明書は全て、令和８年1月１日以降に発行のもの
※　希望工種

「希望工事種別」欄には、下記の表から選択し記入してください。
〇　 行橋市内の主たる営業所（本店）に建設工事許可を有する業者は２工種とします。
〇　 本店が行橋市外にあり、委任先としての行橋市内の支店又は営業所に建設工事業許可を有する業者は、１工種のみとします。

	土木一式工事
	ガラス工事

	建築一式工事
	塗装工事

	大工工事
	防水工事

	左官工事
	内装仕上工事

	とび・土工・コンクリート工事
	機械器具設置工事

	石工事
	熱絶縁工事

	屋根工事
	電気通信工事

	電気工事
	造園工事

	管工事
	さく井工事

	タイル・れんが・ブロック工事
	建具工事

	鋼構造物工事
	水道施設工事

	鉄筋工事
	消防施設工事

	ほ装工事
	清掃施設工事

	しゅんせつ工事
	解体工事

	板金工事
	


≪ 申請書提出後の注意事項 ≫
建設業許可の更新及び経営事項審査の有効期間が切れる前に、必ず手続きをしてください。
新たな『建設業許可の通知書』及び『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』の写しを契約検査課に提出してください。
建設業許可の有効期間は５年です。

また、経営事項審査の有効期間は、決算日（審査基準日）から１年７か月です。
その有効期間が過ぎると建設業法により公共工事を請負うことができませんので、入札等に参加することはできません。決算日がきましたら、有効期間が切れ目なく継続するよう速やかに経営事項審査を受けていただきますようお願いします。

なお、提出に関して契約検査課からの連絡はいたしませんので、忘れずに提出をお願いします。

経営事項審査は、単に申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果通知の交付を受けていなければなりません。
【 申請書提出後に申請した内容に変更があった場合 】
速やかに変更届及び添付書類（下記の表のとおり）を提出してください。
	変 更 事 項
	添　　付　　書　　類

	
	個　　　　　　人
	法　　　　　　人

	商号又は名称
	建設業許可の変更届（写）
	登記簿謄本  (履歴事項全部証明書)（写）
建設業許可の変更届（写）
委任状（委任がある場合のみ）
印鑑（登録）証明書（写）

使用印鑑届

	所　在　地

（本店・支店）
	建設業許可の変更届（写）
	登記簿謄本  (履歴事項全部証明書)（本店のみ・写）
建設業許可の変更届（写）
委任状（委任がある場合のみ）

納税証明書【県税】
（ 委任先：都道府県が変更になる場合のみ ）

※受付日以前３か月間に発行したものに限る

	電話番号・ＦＡＸ
	変更届のみ

	代　表　者
	注意事項（２）の通り
	登記簿謄本  (履歴事項全部証明書)（写））
建設業許可の変更届（写）
委任状（委任がある場合のみ）
同意書（代表者用）
※印鑑（登録）証明書（写）（変更があった場合のみ）
※使用印鑑届（変更があった場合のみ）

	受　任　者
	
	建設業許可の変更届（写）(※令3条に規定する使用人)
委任状、同意書（受任者用）
※使用印鑑届（変更があった場合のみ）

	実印・使用印
	使用印鑑届
印鑑（登録）証明書（写）

	廃　　　業
	建設業の許可の廃業届（写）

	許可（登録）
更新又は取消
	建設業許可証明書（写）又は建設業許可通知書（写）

	経営事項審査
結果の更新
	経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書（写）

	会社合併・分割事業譲渡　等

※注意事項（３）のとおり
	・登録業者Aが登録業者Bに吸収合併された場合　　　・登録業者Aが非登録業者Bに吸収合併された場合

入札参加資格
提出書類

入札参加資格
提出書類

登録業者A

消滅

・変更届　（吸収合併の為、入札参加資格取下）
・閉鎖事項全部証明書

・合併契約書等の写し
・合併認可申請書写し
・建設業許可の廃業届写し
登録業者A

消滅

・変更届　（吸収合併の為、入札参加資格取下）
・閉鎖事項全部証明書

・合併契約書等の写し
・合併認可申請書写し
・建設業許可の廃業届写し
登録業者B

存続

・変更届（吸収合併）
・履歴事項全部証明書

・合併契約書等の写し
・合併認可申請書写し
・合併時経審
非登録業者B

新規

・合併契約書等の写し
・合併認可申請書写し
・合併時経審
・競争入札参加資格申請
書類一式



　　（１）【 組織 】法人成り等の変更については、変更前に必ず契約検査課にお問い合わせください。

（２）個人の場合の【代表者】変更（相続）については、契約検査課にお問い合わせください。

（３）事業承継（合併・分割・事業譲渡等）の変更については、変更前に必ず契約検査課までお問い合わせください。
（４）本社、本店で登録されている方が委任先追加で登録を希望される場合は、事前に契約検査課にお問い合わせください。
（５）営業停止の処分や会社更生法又は民事再生法に基づく手続き開始の決定を受けた場合は、速やかに報告してください。

（６）その他不明な点は、契約検査課までお問い合わせください。
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